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福山港ふ頭再編改良事業（箕島地区）の暫定供用について 

 

 

１ 要旨 

  福山港では、我が国の基幹産業である鉄鋼業や造船業等の国際競争力の維持・強化を図るた

め、ふ頭再編改良事業を実施している。箕沖地区においては、コンテナ船の大型化による効率

的な輸送を可能とする岸壁等の整備が完了しており、現在、箕島地区において、遠方諸国への

鋼材や造船機材などバルク貨物の輸出やバイオマス燃料の輸入に対応した岸壁等の整備を進め

ているところである。 

  岸壁の早期利用ニーズに応えるため、暫定の延長・水深で工事を進めてきたところである

が、その工事完了の目途が立ったため、暫定供用を開始することとなった。 

 

２ 暫定供用開始日 

  令和８年３月３１日（火） 

 

３ 事業概要（箕島地区） 

(1) 事業主体：国土交通省【岸壁、航路、泊地】広島県【ふ頭用地】 

(2) 位  置：福山市 箕沖町 

(3) 工事概要：岸壁（-12ｍ）改良 L=260m、航路・泊地（水深 12ｍ）、ふ頭用地 等 

         （暫定供用は L=260mの内 L=160m、水深 9.5ｍ） 

(4) 事業期間：令和元年度～令和１３年度 

(5) そ の 他：令和８年度以降は、残る L=100mの岸壁や航路、泊地等の整備を行う。 

 

４ その他 

  暫定供用記念式典は国土交通省において、６月中旬から７月中旬に実施予定であり、決定次

第、改めて報告する。 
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【別紙：現在の整備状況（令和７月１２月時点）】 

 

直轄施工範囲（岸壁） 

県施工範囲（貨物ヤード） 


